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所有者不明森林等の特例措置活用促進に係る検討委員会 

 

【日時】令和 7 年 9 月 9 日（火）15:00～17:30 

 【開催場所】TKP 新橋カンファレンスセンター 

【出席者】（敬称略） 

 

 ＜委員長＞ 

  植木達人  信州大学名誉教授 

 ＜委員＞ 

  野村 裕    のぞみ総合法律事務所 弁護士 

品川尚子   那須法律事務所 弁護士 

片山健二  石川県 かが森林組合 代表理事組合長 

河合  智  郡上森林マネジメント協議会 事務局長 

村野章人  群馬県 環境森林部森林局 林政課 政策企画係 

 

＜臨時出席＞ 

関口昌孝  富里市 経済環境部環境課 主査 

大河竜星  富里市 経済環境部環境課 主事補 

立石 真  千葉県 農林水産部森林課 森林経営管理室 副主査 

 

＜林野庁＞ 

城 風人  森林利用課 森林集積推進室 室長 

岩田隆典  森林利用課 森林集積推進室 課長補佐 

 辻本典顯  森林利用課 森林集積推進室 推進官 

 中野洋志  森林利用課 森林集積推進室 法令係長 

 池田 正  森林利用課 森林集積推進室 企画係長 

大村 侑  森林利用課 森林集積推進室 企画係長 

 

＜事務局＞ 

株式会社四門 植竹、宮寺、織田、古屋、古谷、山本 
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【開催挨拶】 
 

事務局 本日ご出席の皆様にご案内をいたします。まもなく委員会の開始時刻ですが、

その前に、配布資料の確認をさせていただきます。皆様の机上には、議事次第

と資料 1（これまでの検討委員会の振り返り）、資料２（林野庁からの情報提供）、

資料２の参考資料として改正法の新旧対照表、資料３（ケーススタディ⑯（千

葉県富里市））、資料３の事前質問をまとめたものと、その参考資料を４つ、資

料４（改正森林経営管理法に係る検討事項について）を配布しています。足り

ない資料などがございましたら、事務局までお知らせくださいますよう、お願

いいたします。 

 

事務局     それではただいまから、所有者不明森林等の特例措置活用促進に係る検討委員

会を開催いたします。私は、司会を務めます株式会社四門の宮寺と申します。

どうぞ宜しくお願いいたします。始めに、林野庁森林利用課の城室長、ご挨拶

お願いいたします。 

 

城室長     ただいまご紹介いただきました林野庁森林利用課森林集積推進室長の城でござ

います。本日はお忙しい中、委員の皆様にはご参加いただいてありがとうござ

います。それからケーススタディとして、千葉県と富里市さんにもお忙しい中

ご出席いただいております。どうもありがとうございます。この委員会につき

ましては、森林経営管理制度を進めるためのいろいろな議論をいただくという

ことで令和２年からスタートして、一昨年一旦ひと区切りし、昨年からまた新

しく所有者不明森林等の特例措置活用促進に係る委員会として、皆様にご議論

いただいているところでございます。今年度はまた新たに２名の委員に参加い

ただき、非常に役に立つご議論をいただければと思います。私自身は令和６年

に室長としてこの委員会にもお世話になりました。１年間まさに森林経営管理

法の法改正の検討室ということで、ちょっと本部から離れて改正のことをやり、

この５月に改正が終わり、部屋に戻りまたこのメンバーと一緒に仕事をしてい

るところでございます。本日まさに経営管理法の改正についてもご説明させて

いただきます。やはり所有者がわからない森林も含めて森林の集積集約化をど

うやって進めて、さらにきちんとした経営管理に繋げるかということが重要だ

と思っておりまして、そのために法改正をしたのですが、作っただけでは駄目

で、しっかり現場で市町村の方、林業経営体の方、所有者の方に使っていただ

く必要があり、そこが大事だと思っております。それから当然改正をしたとい

っても、経営管理法だけで全て解決するわけではございませんので、その他い

ろいろな制度だとか手段、工夫を使ってどうやって進めていくかということに

ついて、皆様の豊富な知見も生かしていただいて、この委員会でいろいろな議

論をしていただければと思います。やはり所有者がわからない森林も含めて、
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せっかく我々の先輩方が植えて育ててきた、それから、元々ある豊かな天然林

も含めて、どうやってしっかり管理していくかということについて、少しでも

前に進むように、この委員会で皆様からの活発なご議論をいただけることを祈

念しまして、挨拶とさせていただきます。どうぞ今日はよろしくお願いいたし

ます。 

 

事務局     ありがとうございました。次に植木委員長からも一言頂戴できればと存じます。

よろしくお願いいたします。 

 

植木委員長   どうも皆様、お忙しい中、またお暑い中ご参集いただき、ありがとうございま

す。この委員会、先ほど城室長からも意見がありましたが、令和２年から始ま

ってもう足掛け６年になるんですね。その間、市町村にとってこの制度が円滑

に進むように、いろいろと議論しながら、その案といいますか方向性というも

のを出しながらきたところでございます。今回もまた新しい見直し、あるいは

方向性というか、考え方が少し提案されるのだろうと思っておりますので、短

い時間ですけど、ぜひ皆様のお考えを忌憚なく出していただければと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございました。委員の皆様におかれましては、過去の検討委員会に

おいて委員を担っていただいた方、本年度より新たに委員として加わっていた

だいた方がいらっしゃいますが、新体制発足にあたり、一言ずつ頂戴できれば

と思います。よろしくお願いいたします。まず改めまして植木委員長よろしく

お願いいたします。 

 

植木委員長   昨年度の末で大学を定年退官しまして、今はフリーの状況でやっております。

一応フリーとはいえども、なんだか現役時代の仕事がずっと続いているような

忙しさの中でいろいろと遊びを交えてやっています。委員長ということで、こ

の会の取りまとめをしております。よろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございます。続きまして野村委員お願いいたします。 

 

野村委員    弁護士の野村でございます。どうぞよろしくお願いします。この関係に関わる

ようになったのは、私が 2013 年から 2016 年まで震災後に宮城県の石巻市役所

に３年間弁護士職員として常勤しまして、そのときに高台移転先の団地の用地

の取得とか、その他、区画整理等々で用地関係の仕事もかなりやることがあっ

て、そのときに登記が未整備というんですかね、登記未了、移転登記がされて

いないものですごく苦労したりとか、そのときに単に苦労したというより、制

度にだいぶ問題があるなと。一つ一つが悪いわけではないのだけれど、結局そ

の今の仕組みをトータルすると放置された土地について、何十年も経つと取得
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が難しくなってしまう。そういう問題を感じて雑誌に寄稿したりしているうち

に、何となくこの世界に入ってきてしまったというようなところです。現在は

第二東京弁護士会に所属しているのですけれど、この関係でいうと所有者不明

土地管理制度等プロジェクトチームの座長を務めていて、所有者不明土地管理

人等を東京で扱っているのは東京地裁の 22 部なのですが、そことの折衝とか、

実務を作るようなお手伝いをしているというようなところでございます。自分

も苦労した経験からやっておりますので、ともすると弁護士は、本来の権利者

が万が一にも権利を失ってはいけないという、そちらの方に考えがちになると

ころもあるのですけれども、私としては、もちろんそれは大事なんだけれども、

でも何と言うかあらゆる不正に打ち勝つというよりは、やはりその土地が未来

においてちゃんと活用されていくように、そのためにはやはり権利処理とかが

過度に労力をかけず、やはりその土地を使いたい人、使うべき人が使えるよう

な仕組み、そういうことが実現したらいいなと思っておりまして、そういう意

味では、この本委員会が扱っているような内容も、まさに私としては、ぜひど

んどん進んでいって欲しい内容ということになりますので、微力ながら、私も

知恵を出したいなと思っております。よろしくお願いします。 

 

事務局     ありがとうございます。それでは次に品川委員、お願いできますでしょうか。 

 

品川委員    こんにちは。弁護士の品川でございます。私は栃木県に住んでおりまして、林

業関係者からの法律相談が非常に多いということから、宇都宮大学の農学部森

林科学科で科目履修をするようになりまして、その流れでこちらの委員会に招

いていただけるようになりました。昨年は私がそうして得た知見をまとめたも

のとして、民事法研究会という出版社から、「森林業法務のすべて」という本を

出版させていただきました。皆さんからすれば拙い本かもしれませんが、全国

の弁護士が森林に関する法律相談を受けたときの入り口となるよう、それから

今後林野庁が法律関係の委員会を開催されるときに、学者先生などから、僕森

林わかんないからと言って辞退されかけたときに、いやこれを読めば先生大丈

夫なんでというふうに使っていただけたらと思いまして出版したところでござ

います。私の問題意識は、野村先生と共通するところもありますけれども、や

はり所有ということに関して、私的所有権の絶対性というのは法律上不可侵の

ものと位置付けてはいないけれども、しかしそのように扱う場面もあって、皆

さん非常に曖昧で混乱されているかと思います。我々弁護士には、そこの兼ね

合いというか調整する感覚はわかりますけれども、やはり省庁とか自治体の方

になるとその辺非常に不安な思いをいだいていらっしゃるようです。そういう

ことについて、これからも助言させていただきたいと思いますし、また今後、

所有権についての議論は、森林だけではなく、例えば弁護士仲間に聞くと動物

に関しても非常に悩ましいのだと、あるいはガラリと場面を変えてデジタル財

産に関する所有も論点となっております。根元的な議論をして概念の立て直し
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をするべき時代に、みんな入口のところで立ち止まっている理由は何かあるの

かというふうに思っております。ぜひそこのところで、林野庁も勇敢に挑んで

いただけたらと期待しておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございます。次に片山委員、お願いいたします。 

 

片山委員    石川県のかが森林組合の組合長をしております片山です。この委員会には令和

２年から携わらせていただいております。私は現場で、6,000名の組合員さんの

意見を聞きながら、この検討委員会で検討している森林経営管理制度の推進を

行っておりますが、特に最近、組合員の皆さんから相談が多いのは、「なかなか

自分のところで山を相続できない」「子供たちに相続してもらおうと話しても、

なかなか厳しい」ということです。山の相続が難しくなっているのと、やはり

ちゃんとした相続登記がされておらず、所有者がわからなくなったり、分散し

てしまっているというような問題に直面しております。そのようなところを市

や町から委託を受けながら、この森林経営管理制度を一生懸命やっている最中

です。今回制度が改正されたということについても非常に興味を持っておりま

して、何とかもう一歩、二歩でも進めるかなと思って頑張っているところでご

ざいます。またご指導の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございます。次に、河合委員お願いいたします。 

 

河合委員    こんにちは。岐阜県の郡上森林マネジメント協議会の河合と申します。この委

員会には、令和２年から、岐阜県の郡上市役所の林務課長時代から令和４年ま

での４年間、最初の指標整備の検討委員会に参加させていただきました。昨年

はちょっと空きましたが、また今年復活というか、お声がけいただきここにお

ります。郡上市ではこの森林経営管理制度が始まった当初からずっと取り組ん

でおるところでございまして、昨晩もある地区で所有者を集めて説明会を行っ

てきたところですが、やはり片山委員も言われましたように、相続の問題があ

ります。昨晩も「だいぶ何代も前の人の名前なのですが、どうしたらよいでし

ょうか」というようなお話ですとか、もう一つ一番問題なのは境界が分からな

くなっていることです。境界の明確化ということで、測量などもさせていただ

くのですが、やはり分からないため立ち合いもできない。それと、皆さん高齢

になって、なかなか山へ登ることができないということで、立ち会いにもなか

なか来られない場合、委任されるというような問題が起きております。また今

年からそういった境界とか概念を少し変えるべく、新しく森林の集約化モデル

事業、また後で出てくると思いますが、そういったことについて、昨年市長が

変わりまして、また新しい考え方が入ってきまして、そういったことにも取り

組むということで、だから今回お声がけいただいたのだろうと思っております

が、またその辺も皆さんのいろいろなご意見聞きながら、またこの制度をうま
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く活用して、各市町村がそういった森林整備が進むようになればいいなと思っ

ておりますので、またよろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございます。次に村野委員、お願いいたします。 

 

村野委員    群馬県庁の環境森林部の林政課の村野と申します。今年度からこの委員会に参

加させていただきます。私は普段の業務では森林経営管理制度と、森林環境譲

与税の担当をしております。森林経営管理制度では、令和４年度に甘楽町で共

有者不明森林の特例措置、令和６年度に中之条町で、所有者不明森林の特例措

置を活用しました。今回は千葉県の富里市さんでケーススタディーということ

で議論させていただくことになりますが、この議論の内容が今後各自治体のお

役に立てるようにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

事務局     ありがとうございます。続きまして林野庁からもご挨拶をお願いいたします。

城室長からよろしくお願いいたします。 

 

城室長     城です。先ほど挨拶させていただきました。またいろいろなご意見をいただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

岩田課長補佐  昨年から引き続き課長補佐やっております岩田と申します。本日もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

池田係長    同じく集積室の池田と申します。私４月からですけれど、本日いろいろ勉強さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

辻本推進官   ７月から集積室に着任しております辻本と申します。よろしくお願いします。 

 

中野係長    同じく 7 月から集積室に着任しております中野と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

大村係長    4 月から森林経営管理制度、所有者不明森林の関係などを担当しております大

村と申します。よろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございます。本日は千葉県の富里市さんから関口様、大河様、Webで

藤田様にご参加いただいています。また、千葉県から立石様にご参加いただい

ています。よろしくお願いいたします。あと私ども事務局で司会を務めます宮

寺。他にスライドを担当します古屋、マイクを担当しております織田と古谷、

映像と音声を担当しております山本、サポーターとして植竹が参加させていた



 

7 

だきますのでよろしくお願いいたします。それでは、お手元の資料に沿って進

めてまいります。本日の議題は大きく分けまして四つとなっております。まず、

資料１を使いまして、令和２～６年度に実施した検討委員会の議事内容につい

てご説明いたします。その後、資料２を使いまして、林野庁から森林経営管理

法の改正などについて、情報提供をいたします。そこで一度、休憩を挟み、そ

の後資料３を使いまして、ケーススタディをご紹介し、ご議論をいただきます。

最後に、改正森林経営管理法施行に向けた検討事項について、ご説明の後ご議

論いただきたいと存じます。まず資料１を使って、これまでの検討委員会の振

り返りについてご説明いたします。説明は森林利用課の大村係長が担当いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

 

【１.これまでの検討委員会の振り返り】 

 

大村係長    それでは資料１につきまして説明させていただきます。これまでの検討委員会

の振り返りということで、まずはスライドを１枚おめくりください。令和２年

度から令和５年度にかけて、森林管理状況評価指標整備に関する検討委員会と

いうことで、科学的知見であったり、法律的な視点から、森林経営管理法の特

例措置の可否に係る判断基準の整備などご議論をいただいてまいりました。そ

して昨年度令和６年度からは名前を変えまして、所有者不明森林等の特例措置

活用促進に係る検討委員会という後継事業になりまして、経営管理制度以外の

制度も含めた各種法制度の活用も深掘りしていきたいということでお集まりい

ただいているところでございます。ページをおめくりください。これまでの計

15回開催をさせていただきまして、そこでご議論いただいた内容をガイドライ

ンという形で整理をしていただいたところでございます。今年度につきまして

は、今日を含め３回を予定しておりまして、うち１回は現地検討会を予定して

おります。ページをおめくりください。ガイドラインのポイントといたしまし

ては４点挙げられます。１番目で森林所有者の探索方法を詳細に解説、２番目

でＱ＆Ａ形式で具体的な活用場面における疑問に対応、３番目でケーススタデ

ィー、４番目で各種法制度の網羅をしていただいたところでございます。ペー

ジをおめくりください。森林所有者の探索方法というところでは、フローチャ

ートを用いるなどしてわかりやすく整理をいただいたところでございます。ペ

ージをおめくりください。Ｑ＆Ａ形式で、具体の活用場面における疑問への対

応というところでは、これが非常に使いやすい部分かと思いますけれども、例

えば Q5 では、森林整備の必要性の具体的な判断基準はどうするか、Q15 では、

所有者不明の境界明確化についてはどう考えたらいいかなど作成をいただいて

いるところでございます。ページをおめくりください。所有者不明森林等の特

例措置の活用状況ですが、まず令和５年度末のデータになりますけど、156市町

村の方で所有者の探索を実施いただいているところでございます。なお特例活

用については現時点でございますが、12 市町で 13 件の活用をいただいている
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ところでございます。ページをおめくりください。こちらのページは特例活用

の一覧表になっておりまして、記載の通りで順次、配分計画ですとか森林整備

まで、着実に進めていっていただいているところでございます。表の 11番から

13番、北海道苫小牧市、宮城県大崎市、岐阜県飛騨市の方は昨年度から追加で

新たに特例を活用いただいているところになります。ページをおめくりくださ

い。ここからは３ページにわたりまして、それぞれの事例をご紹介させていた

だいているページになっておりますが、飛ばさせていただきます。ページを３

枚めくっていただきまして、その他法制度の活用例というところに移ってくだ

さい。こちらは想定をされるケースごとに６通りの、その他法制度の活用を記

載しているところになります。これまでの検討委員会でケーススタディを重ね

ていく中で、経営管理法以外の手法による対応が良いのではないかというとこ

ろも散見されてきたところでございましたので、各種法制度の活用に係る議論、

整理を進めていく必要性があるという形になったところでございます。ページ

をおめくりください。令和６年度から８年度にかけて３ヶ年ですが、以下のス

ケジュール感で検討を進めたいと考えております。このうちの令和７年度の部

分を赤囲いにしております。ページをおめくりいただきましてこちらに詳しい

内容を書かせていただいております。令和７年度としてどういった進め方が良

いかというところで、１番目としては、森林経営管理法だけでなく、その他本

制度を含めた所有者不明森林の対応について議論をしていただきたいというと

ころ、２番目として、そのために引き続きケーススタディを積み上げていくと

いうところで、経営管理法だけでなく、各種法制度の活用検討できるもの、初

めから終わりまで追跡調査できるもの、複雑な探索や対応を要するものを優先

して今後取り上げていきたいと考えております。３番目といたしまして、改正

森林経営管理法の施行に当たり、新たにガイドライン等に盛り込むべき論点が

ございますので、そちらについても議論をお願いしたいと考えております。私

からの説明は以上です。 

 

事務局     ありがとうございました。それではご出席者の皆様からご質問等をいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか？それではよろしいでしょうか？そろそろ

時間になってまいりましたので、検討委員会の振り返りについてはこの辺りで

結びとさせていただきます。それでは次の議題に参ります。ここからは林野庁

からの情報提供として資料２を使いながらご説明いたします。説明は森林利用

課の岩田課長補佐が行います。よろしくお願いいたします。 

 

【２.林野庁からの情報提供】 

 

岩田課長補佐  それでは資料２つきましては岩田の方から説明させていただきます。資料２の

内容としましては、森林経営管理法の改正についてと、最後末尾に付いており

ますが、森林の集約化モデル地域実証事業ということで、令和７年度から措置
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しております林野庁の予算について簡単にご紹介させていただくというような

内容になってございます。まず資料１ページ目になります。森林経営管理法の

改正について、その内容を列挙させていただいております。後ほど説明させて

いただきますが、大きな柱としましては二つございまして、大きい黒丸の二つ

目の市町村の事務負担の軽減の観点、もう一つが三つ目ですが、集積集約化を

進める新たな仕組みの創設、こちら集約化構想と呼んでおりますが、この二つ

を措置したというところが大きなポイントになってございます。資料をおめく

りいただきまして２ページ目をお願いいたします。こちら今ご説明しました２

本の柱についてでございます。内容としては左下、森林経営管理制度の施行実

施していく中で５年間行ったところ、市町村の職員の方にアンケートをとらせ

ていただきまして、こちらに記載しているような、職員が足りないですとか、

所有者不明、境界が不明な森林、こういったところがあると全員同意が大変。

こういったところが制度を進める中でハードルがあるということでしたので、

そういった内容も踏まえまして、改正の内容を検討したというところでござい

ます。改正の二つの柱ですけど改めて、市町村の事務負担の軽減、資料の右側

ですけれども、内容としましては経営管理権の設定において、手続き要件を緩

和することで、市とかあるいは市町村の事務を支援する法人、この法人を指定

する制度を創設したといった内容となってございます。二つ目の柱の新たな仕

組みの創設ですけれども、こちらの内容としましては、林業経営体、市町村を

中心としまして、地域の関係者で話し合いを行っていただきまして、集約化の

絵姿となる集約化構想を作成していただき、その集約化構想を踏まえまして、

林業経営体に権利を設定あるいは移転をするというようなことを措置したとい

うものでございます。資料３ページ目は改正森林経営管理法を１枚のスライド

にまとめたものですので後ほどご覧いただければと思います。４ページ目にな

ります。市町村の事務負担の軽減の観点で、こちら手続き要件の緩和について

説明したスライドとなります。内容といたしましては一つ目上段の矢印のとこ

ろがありますが、共有林において経営管理権の設定を行う際、間伐、間伐材の

販売、保育に限定しますけれども、共有者の同意要件を今までの全員から２分

の１超と緩和したものでございます。また矢印二つ目ですが、所有者不明森林

等について経営管理権を設定する際に特例の手続きとして公告期間の短縮を行

っておりましたけれども、こちらを半年から２ヶ月に短縮するというものでご

ざいます。資料５ページ目になります。こちら先ほど申し上げました共有林に

おいての同意要件の緩和になります。細かく説明いたしますと、こちらのよう

に条件がいくつかございまして、市町村に経営管理権、こちらを設定する際に、

まず対象としては共有林であること、そして二つ目は先ほど申し上げましたが、

経営管理の内容、経営管理制度の中では、主伐ですとか造林そういったことも

できるわけですが、ここでは間伐、間伐材の販売、保育に限定されること、③

ですけども、経営管理権の存続期間は 50年を超えないこと。超えたところに該

当する場合については、所有権を有する者について立木竹、土地のそれぞれに
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ついて、２分の１超の同意で足りるというように要件を緩和したものになって

ございます。また資料の一番下に書いておりますけれど、地上権設定などで立

木と土地の所有者が異なる場合については、全員同意が必要ということは引き

続きになってございますので、あくまで所有権を有する者の場合に２分の１超

の同意で実施ができるというような形になったものでございます。続きまして

６ページ目です。今申し上げた２分の１の要件の緩和について少し解説したも

のでございます。今回の森林経営管理法での要件の緩和については民法の管理

行為の規定等を参考に措置しております。民法では一般的に財産的価値を向上

させる施業として、間伐や保育は管理行為に該当すると返される一方で、間伐

による木材の搬出販売はこちら財産の処分行為として該当するという考え方も

あるとお聞きしております。こういった中ですけれども、森林経営管理法にお

いては間伐に伴う木材販売も含めて実施可能にするというように措置したもの

でございます。こちらまた資料の４で後ほど議論していただきたいと思ってお

りますけれども、こちらの２分の１同意の実際の実務のところ、こちらの解釈

もガイドラインに記載をしていきたいなと考えております。こちらが実務の際

に今までは全員の同意が必要でしたので、所有者全員にあたるということが前

提だったわけですが、なお書きのところですね。２分の１超の同意があれば法

律上は経営管理権の設定が可能という形になってはいますが、この場合もし仮

に残りの方で反対者がいたとしても権利設定は可能ということになります。た

だ実態としては明確な反対者がいる場合、権利設定をすること自体は望ましく

ないと考えておりまして、そのような場合は間伐等の実施の必要性を説明する

このことを通じて理解醸成を図ること、あるいは持分買い取りにより反対者と

の共有状態の解消を図ること、このようなことが必要と考えております。次に

資料の７ページ目です。こちらにつきましては共有者不明森林と確知所有者不

同意の特例の手続きを同時に実施可能とするというような改正をしております。

こちらの内容につきましては、今まで共有者不明森林の特例を使う場合に、知

れている者の全員の同意、つまり確知共有者の一部に不同意者がいた場合、そ

の特例の手続き前に、その当該確知所有、知れている者で同意をされてない方

については、先に確知所有者の不同意の特例を行う必要があったところです。

こちらでは今回の改正法で、知れている者のいずれかの者の同意としたことで、

共有者不明森林、確知所有者不同意の特例を同時に並行して活用することがで

きるというようにしたものでございます。続いて資料８ページ目は要件緩和に

関する条文、今申し上げた２分の１超の間伐等の経営管理権の設定についてと、

共有者不明森林と確知所有者不同意森林の特例、こちらについての条文を参考

に記載させていただいているものです。続きまして９ページ目です。こちらは

資料をご覧いただく中でわかると思いますが、今まで共有者不明森林、所有者

不明森林の特例につきまして、探索を行った後に集積計画の案を公告するとい

う手続きがございました。こちらの期間が半年というものを定めていたのです

が、こちらも他の法令も参考にしまして、２ヶ月に短縮したというものでござ



 

11 

います。10ページ目も同じく条文を記載しているものです。参考に掲載してお

ります。続きまして資料 11ページ目です。こちらも市町村の事務負担の軽減の

観点からですけれども、経営管理支援法人の指定制度を創設したものというも

のでございます。市町村が森林経営管理制度を進めていく中で資料にもござい

ますが、今まで公益社団法人ですとか一般社団法人こういった外部の団体に実

際の森林経営管理制度を進めるにあたっての実務のところを外部委託して進め

ているという例があったところです。このような取り組みをする法人を改めて

ですね、森林経営管理法において指定する制度を設けることでそのサポートを

受けられる仕組みを作ると、そういったものでございます。こちらの指定制度

は市町村が指定するものですが、指定するかしないかは任意という制度になっ

ておりまして、また特定の１社のみを指定するというものではなく複数の法人

を指定することも可能という形になってございます。資料 12ページ目に移りま

す。経営管理支援法人が実際に受ける業務のイメージというものを記載してお

ります。具体的には、森林所有者からの相談を対応したりですとか、具体的な

マッチングを行うこと、あるいは森林の境界の明確化あるいは森林所有者の探

索、また森林の実際の資源状況ですとか、実際のその間伐を行う際の森林調査

このようなことを外部委託することを想定しているというものでございます。

指定を受けた法人としては経営管理支援法人ということで公的な信用力が付与

されるということをもってこちらの活動に対して、地域の住民の方の理解を得

られやすくなるですとか、円滑な業務実施が図られると、こういったところを

指定制度の創設の効果として考えております。続きまして 13ページ目でござい

ます。今まで申し上げたところが一つ目の柱の事務負担の軽減でしたけれども、

こちら二つ目の柱の集約化構想のご説明となります。内容といたしましては地

域の関係者が協議することで、集約化構想を定める。内容としましては実際の

その権利の受けてである林業経営体を決めたりですとか、路網整備等の方針と

いった、こういったところ森林の将来像を定めるというものになってございま

す。集約化構想を定めた後は、今までですと集積計画を定めた後配分計画を策

定するという形になっておりましたけれど、こちら元々受け手が決まっている

という形になりますのでそちらの手続きをワンストップ化するということで一

括計画というものを作成しまして、林業経営体に迅速に権利を設定、あるいは

意見をするということを可能としたものでございます。こちら権利の設定移転

ということで、元々は経営管理制度、所有権の移転というものは措置していな

かったところですが、こちらは面的な集約化を行うにあたって、そちらの経営

管理制度の経営管理権を補完する形で所有権の移転も可能ということで、権利

の設定移転ということで表現しております。14ページ目でございます。こちら

集約化構想の実際に定めるに当たって協議を行うという形になっております。

法律上協議の場の設置ということになっております。そちらのイメージを記載

しております。具体的な流れとしましては、集積集約を進めるエリアを対象地

域として選んでいただいた上で、森林所有者さんに意向調査を行う。その上で
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森林資源情報等整理していただきまして、その協議を実施内容として取りまと

めるというものになってございます。先ほども申し上げましたが、経営管理制

度、市町村が行うという制度になっております。市町村とまた受け手となる林

業経営体こちらが協議の参加者として必須という形になっておりまして、それ

以外には協議の参加者としては森林所有者さんですとか、製材工場、工務店等

の木材関連事業者さんあるいはその他の経営管理を行っている主体として、森

林組合ですとか公有林管理者、こういった方も想定されるというところになっ

てございます。具体的に取りまとめる内容としましては、森林の区域経営管理

の方針、集約化の目標をこういったものを定めると、左下に記載しております。

続きまして 15 ページ目になります。今申し上げました協議によって作成する、

集約化構想、また一括計画の作成のイメージを記載させていただいております。

左が協議によって定める集約化構想となっておりまして、森林の区域ですとか、

経営管理の方針の達成をするために目標と定めること、また当然路網整備等の

条件整備も必要になりますので、左下に書いてあるような条件整備の方針、こ

ういったものを記載するという形になっております。こちらの集約化構想を作

成した場合に左下の枠外に書いてあります。特例がいくつか活用可能となって

おり、林業経営体受け手に対し、森林所有者の情報を提供可能になることまた、

林道の開設、改良に関する特例、また筆界特定の申請の特例とこういったもの

の特例が措置されるというものになっております。集約化構想自体そのもので

は権利設定はされませんので、その後権利集積配分一括計画、一括計画と読み

ますけど、経営管理権と実施権をセットで設定するというこういった計画を作

成し、実際の森林整備を行うための権利を設定するというようなものとなって

おります。先ほど申し上げた通り所有権の移転もあわせて補完的に行うことが

できますので、こちらの例でも所有権の移転も例として書いております。続き

まして資料 16 ページ目ですけれどもこちらは今回協議の場を経て集約化構想

を作成していただくというところで、地域の関係者で協議をしていただく場を

設けるということになります。そういったことと、最近発展しております ICT

技術、あるいは各種法制度、そういったところも活用しまして、後ほどご説明

いたしますが、森林の集約化モデル地域実証事業でも念頭に置いております、

境界にとらわれない新たな経営手法ですとか、所有権移転こういったところに

よって森林の集約化を図るとこういったところのイメージを参考として掲載さ

せていただいております。このような新たな取り組みも進むと良いなと考えて

おります。改正法の説明最後 17ページ目になります。こちら関係者各主体ごと

に改正法により期待できる効果というものを記載しております。市町村におき

ましては、まずは事務負担の軽減に貢献することを期待しております。また集

約化構想では、林業経営体今まで配分計画の時点で新たに企画提案を求めると

いうことで、受け入れが決まっていない状態で進めるという制度でしたが、今

回集約化構想においては、あらかじめ受け手は決まるのでその点では効果的効

率的に制度が進むのではないかなと考えております。また森林所有者の観点で
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は実際にこの面的なまとまりを持った森林経営管理の委託が進むということで、

収益性の確保が期待されるのではないかなと考えております。林業経営体の観

点では、集約化構想において経営規模や雇用の安定拡大、こういったところに

繋がるのではないかなと考えております。最後に都道府県については地域の林

業の課題解決に向けた場として、協議に参画するなどの対応も検討されるので

はないかなと思っております。改正法の説明については以上となります。残り

４ページ森林の集約化モデル地域実証事業についてご説明させていただきます。

資料 18 ページ目になります。こちらのモデル事業については昨年の検討委員会

でもご説明させていただきましたけれど、令和７年度予算から新たに措置した

ものでございます。森林の面的な集約化、一段の森林としての集約化をモデル

的に実証するための予算として措置しております。こちらは、地域の関係者で

合意形成をしていただくということで、所有者不明森林等も含めた面的な集約

化を行う取り組みこれに対して林野庁から経費を支援しているという予算事業

でございます。こちらのモデル地域を実証するということでモデルの類型とし

て、所有権を移転することによる集約化ですとか、外縁確定型と申し上げてお

りますけれども、森林の面的な集約化を行うにあたって中の境界はですね、明

確化を省略するということを措置する外縁確定型、あるいは所有者不明森林も

併せて行う特例措置型として三つの類型を設定しております。まだ事例として

は今補助事業の実施が始まっているというところですので、今後具体的な事例

が出てきましたら、この検討委員会でもケーススタディーとして事例の分析を

行っていけたらと考えております。19ページ目です。こちらの資料につきまし

ては予算の資料になっております。今申し上げました集約化モデルの実証支援、

現地での協議によって集約化を行っていただく取り組みについては資料の左側

の１の集約化モデルの実証支援ということで、内容としましては ICT を活用し

た森林調査や境界明確化、所有者探索こういった具体的な取り組みに対して支

援をするというものでございます。その他の資料は後ほどご覧いただければと

思います。続いて 20ページ目ですけれども、先ほど申し上げました三つの類型

について取り組みのイメージ、こちらの実際の取り組みではないので参考とし

てご覧いただければと思います。１の所有権移転方につきましては、こちら面

的に所有権を特定の林業経営体ですとか所有者さんに移転をすることでその経

営管理を集約化できないかというものでございます。②の外縁確定型はこちら

資料の記載の通りですが、細かな森林所有者ごとに境界を細かく管理するので

はなくて、一団の森林として外縁の境界を整理して、その中では経営管理を集

約的に行うというものでございます。三つ目につきましては所有者不明の特例

も活用して、不明森林があったとしても面的に集約化を行うと、こういったと

ころを想定しているものでございます。資料最後 21ページ目になります。こち

らモデル地域実証事業の実施地域ですが、現在手を挙げていただいている事業

体が 23 で、こちらの地区で取り組みを進めていただくということを想定してお

りまして、この中でモデル性の高いものですとか、所有者不明森林そういった
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ところに対して具体的に対応するものが出てきましたら、今後ですね、検討委

員会の中でも議論のケーススタディーとして挙げさせていただきたいと考えて

おります。駆け足の説明となりましたが私からは以上となります。 

 

事務局     ありがとうございました。それではご出席者の皆様からご質問等いただきたい

と思いますが、いかがでしょうか？品川委員お願いいたします。 

 

品川委員    品川でございます。一つはこのモデル事業についてですね、経営管理支援法人

というのを作っていくということですけど、この集約化モデル地域というのは、

経営支援管理法人を作ることによって集約化モデル地域になるということでよ

ろしいのかということと、あとこの経費を支援しというふうにありますが、そ

の経費はどういったことに支払が想定されているのかということを教えてくだ

さい。 

 

岩田課長補佐  ありがとうございます。お答えします。まず資料の構成と説明がちょっと分か

りづらくて申し訳ありませんでした。改正法とモデル地域実証事業の関係性と

いたしましては、モデル事業の実施については、改正法の観点も当然含まれま

すが、経営管理制度だけではなくて、集約化を行うための取り組みであればそ

の取り組みを支援するというものであり、一対一対応ではないというご認識を

いただければと思います。経営管理支援法人につきましては、森林経営管理法

の改正法の中で、その市町村の事務を支援するものとして、具体的には来年の

施行から取り組みを行っていただくものなのですが、そういった観点ではモデ

ル事業の各地区でその指定がマストというものではないというものになってご

ざいます。二つ目のご質問で経費の支援ですが、モデル地域実証事業において

は、具体的な内容としては、ICT具体的にはその航空レーザー計測のデータなど

が徐々に浸透していると思うのですが、そういったものを使った資源解析です

とか、地形状況の解析、こういった経費ですとか、あるいは境界の明確化を行

うための現地調査の経費、あるいはそのモデル地域の中で所有者探索を行う場

合の外部委託費ですとかそういったところに対して、経費の補助対象にしてい

るというものでございます。 

 

品川委員    経費に関して境界確定や所有者不明探索に関してということですが、そうした

経費は森林環境譲与税でサポートされているという認識でいたのですが、現場

は足りないという状況なのでしょうか？ 

 

岩田課長補佐  そこは市町村によって譲与税の使途ですとか、使い道あるいはどういったとこ

ろに充てるかとかいうところまで市町村で判断していただいているので、譲与

額だけではなくそこの状況にもよるのかなとは思います。モデル事業につきま

しては国が支援を行うということで、そのモデルを実証するというところに重
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きを置いておりますので、譲与税額が足りないから支援するというのではなく

て、このモデルを形成すること、これに関して国が関与して、今後そのモデル

を吸い上げて、横展開して全国に広めるとか、いい事例があればそういったこ

とも行うといったところを念頭に行う事業という形になっております。このた

め単純な経費のみを足りないから支援するとそういうものではないというもの

になります。 

 

片山委員    説明ありがとうございました。経営管理法の改正について非常に興味を持って

おりまして、実際に現場を預かる者として、この改正の方向性として、市町村

の事務負担の軽減と集積計画を図るための新たな仕組みとしての集約化構想は、

私は良い方向性であり、現場にとって非常にありがたいと思っております。市

町村の事務負担については、これを実施しようとすると本当に大変です。少し

でもこれで軽減させていただけるとありがたいと思うのと、もう一つはこの集

約化構想についての考え方や、実際の実務についてですが、我々の森林組合で

はこういうやり方をしております。現実として事前にある程度区域を決めて、

そこで所有者さん、それから市町村の方に入っていただいて、我々事業を実施

する者も入って話をしながら、ここを集約化していこうというようなことをや

っております。それに対してこのような方向性を出していただけたというのは

本当にうれしく、大分行き詰まっていたところですが、少しまた一歩踏み出せ

るような感じがしております。そのような中で少し教えていただきたいのです

が、15ページ目の集約化構想を策定する場合の特例について、一番下のところ

の、「林道の開設・改良に関する特例」ともう一つが「筆界特定の申請の特例」

について、もう少し詳しく教えていただけるとありがたいと思います。 

 

岩田課長補佐  ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりで、既に協議を行って経営管

理制度を進めていただいているような事例も参考に、集約化構想は検討したも

のでございます。特例につきましては、林道の開設、改良に関する特例につい

ては、地域森林計画に林道の開設に関することを定めることとなっておりまし

て、それをこの集約化構想の実現に向けて、必要であれば都道府県にその規定

について申し入れることができるという特例になっております。筆界特定につ

きましては、こちら元々、筆界特定制度というのがございまして、森林の施業

にあたっては、森林の境界の明確化、いわゆる施業界を決めるための明確化を

行っていると思うのですが、その明確化を行った結果をもって、一筆の境界を

法務局の登記官に調査していただいて、その筆界を確定していただくというも

のを申請することができるようになるというものでございます。 

 

片山委員    ありがとうございます。 

 

事務局     植木委員長お願いします。 
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植木委員長   基本的なところをちょっと教えて欲しいのですが、共有林の権利設定に関する

同意要件の緩和について、これまで全員であったところが２分の１に緩和され

たということですね。そこで２分の１超の共有持分とありますが、この持ち分

の意味とはどういうことなのかと。要するに権利者数なのか、あるいは面積な

のか、あるいはこの民法の共有物の管理に関する 252 条にある持分の価格とい

うような言い方が出ていますが、こういった基本的なことですが、持分は何を

意味するのかということが１点あります。それから、同意要件の緩和の中で、

反対者がいた場合には、どこまで反対者に対して説得を行うのか。大概の場合、

反対する人というのはそれなりの考え方だとか哲学があって、やはりなかなか

手ごわいと思うんですよね。要するに理解醸成を図っていくことや、持分買い

取りによる反対者との共有状態の解消に努めるということなのですが、私とし

てはこの場合、本当に最後まで反対し続けた場合の対処をどうするかで、やは

り後々まで問題が続くとか、あるいは何らかの火種にならないようにしなけれ

ばいけないんだろうとは思うのですが、まだここのところは私自身よくイメー

ジできていないところで、もう少し詳しく教えていただきたい。それから、モ

デル事業の類型として、所有権の移転型、外縁確定型、所有者の不明型があり、

前提としては、地籍調査が実施済みというのが所有権の移転型と所有者不明型

とありますが、結構問題だったのは、やはりこの所有地の確定、すなわち境界

の確定がむしろ大変なわけです。ですから一応ここで示している地籍調査実施

済みというのは、むしろ私の経験であまり多くないという気がするので、モデ

ルを実施する場合には、地籍調査は国の制度ですけど、自ら境界確定を行うこ

とから始めるという理解でよいのかどうかという、この３点を教えてください。 

 

岩田課長補佐  ありがとうございます。まず持分に関しては、こちらの森林の所有権、不動産

登記簿で確認するわけですが、その中で共有林であれば持分が何分の１、何分

の１、何分の１と所有者ごとに書かれているということがあります。あとは、

法定相続によってその所有が共有状態になっているということがあります。例

えば、元々１人で持っていたが、その後森林を特定の方に相続しないでそのま

まの相続、例えばお子さんですとかそういった複数の方にそのまま相続される

と持ち分が分割されるという形になりまして、形式上共有状態の森林になると

いうこともあります。そういったところはその持分がそれぞれの個人ごとに分

割される２分の１とか３分の１とかそういった形になりますので、それを経営

管理法の中で同意という形になるとそれを足し合わせて２分の１以上になるよ

うに同意を取っていき２分の１を超えたら、権利設定ができるという形になり

ます。 

 

城室長     権利者ということになります。登記簿に載っていれば持分が書いてありますの

で、Ａさんが何分の１もっているのか、Ｂさんが何分の１持っているのかで計
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算する。登記されてなく相続で共有状態になったものは各相続者の法定相続分

で計算することになります。 

 

岩田課長補佐  すいません分かりづらくて申し訳ありませんが、また反対者がいた場合につい

ては、林野庁では想定される対応として、理解醸成を図ることと、その持分買

い取りということで記載させていただいておりますが、やはりそこの今回２分

の１に要件緩和したといってもですね、事務的には２分の１超えれば OKという

形になるのですけども、そうしたときに想定されるのはこういった反対者の方

がいるとかそういったことも想定されますので、まさに資料４でその辺りの反

対者がいることを想定したガイドラインの書きぶりですとか、実際にその市町

村の方にやっていただく際の、事務の手引きマニュアルを林野庁で作っている

のですが、そこへどういったふうに記載すれば良いか、といったところも含め

てご議論いただければと考えているところでございます。最後のモデル事業の

ところですが、こちらの三つの類型の取り組みのところで、地籍調査、航空レ

ーザー計測の実施進んでいるか否かということを記載させていただいてますが、

こちらの資料を作る際のその条件分けとしてイメージを記載しておりまして、

こちらまさに私が作成したのですが、所有権の移転をする際には少なくともそ

の地籍調査が終わっていて、それぞれの境界その辺りが登記上も明らかになっ

ているところでないと進まないのではないかなという想定のもとで、所有権移

転型であれば地籍調査が進んでいる森林なのかなというところで、その前提条

件もイメージということで記載しているところです。当然地籍調査が終わって

ないというところも森林の中ではかなり多くあると思いますので、そういった

ところは改めてモデル事業の中で境界明確化をやっていただくということでも

いいですし、モデル事業の外でやっていただくというところも当然想定される

と思うのですが、ご存知の通り境界明確化自体は、森林の集約化の前提のよう

な形になると思いますので、いずれかの方法で既に地籍調査が終わっているか、

新たにやっていただくか、こういったことで対応していただくという形にはな

るのかと想定しています。以上です。 

 

事務局     品川委員お願いいたします。 

 

品川委員    共有者不明森林に関する改正の件ですが、できることは間伐、間伐材の販売、

保育という施業内容であるというふうに記載されておりまして、これは路網の

設置も入るのでしょうか？ 

 

岩田課長補佐  間伐に合わせて行う作業道の設置は含まれます。 

 

品川委員    そうするとそこで作業道とか、あるいは林業専用道とかありますけど例えば作

業道に限られるとかそういう話に細かくなっていくということがありますか。 
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岩田課長補佐  そうですねちょっとすみません。明確に整理したものが今はないのですけども、

林業専用道ですとやはりその林道相当のものとかになりまして、ある意味恒久

的な施設になると、森林作業道ですとその施業を行うために行うある意味一時

的なもの、林野庁としてはしばらく使えるようにしていますが、そういった違

いはあるので、基本的には作業道が想定されるのではないかなとは思っていま

す。 

 

品川委員    この路網に関しては法律家の観点からするとどうも前から引っかかっていたと

ころでして、皆さん暗黙の合意というのがあって、昔からこういうふうにやっ

てきたのだという、森林関係者の方たちの間では、林野庁も現場の方も所有者

さんも含めて路網の整備というのは施業をする行為に当然含まれているという

暗黙の了解があることは、今は感じ取っております。ただそのことが、法文に

はきちんと組み込まれていないなということを気にしておりまして、つまり紛

争になったときのことなのです。森林法 50 条 51 条が林道について定めている

と言いますけども、都道府県の認可、協議、裁定と長い手続きなんですね。と

ころが実際は皆さんこの手続きをあまり利用されずに済ませておしまいになる

ようです。今ここで回答とか解決とかいうことではないですけど、今オースト

リア森林法の和訳をやっておりまして、そこで詳細な搬出設備に関する規定が

あることに感銘を受けております。日本の法律の場合、林道に関する規定が非

常に貧弱で、現場の暗黙の合意で進んでいるというのが見ていて不安です。非

常に課題を感じているところがありますので、そこのところだけちょっとコメ

ントさせていただきます。 

 

岩田課長補佐  はい、ありがとうございます。 

 

事務局     野村委員お願いいたします。 

 

野村委員    これは要件がその２分の１に緩和されるか、されないかというのが、間伐であ

るかどうかというところにかかっていると思いますけど、森林法とかでも間伐

という言葉が出てくると思うのですが、定義というか、間伐なのかそれ以上な

のか、というのはある程度明確だと思ってよろしいでしょうか。間伐とは何か、

明確に定めているものはないのかなと思うのですが、区別がわかりにくいもの

ではないと考えてよいのか、確認させてください。 

 

岩田課長補佐  ありがとうございます。森林経営管理法においても間伐そのものの定義は置い

てないところですけれど、やはりその森林法の中で森林計画制度がございまし

て、その中で間伐とはどういったものかっていうのを林野庁の方では事務連絡

などで解釈しており、例えば将来にわたって一定の期間が過ぎれば森林の林冠
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が閉鎖する条件などを定めて、一定の指標は置いているというところでそうい

ったところを踏まえて間伐の判断をするのかなと思っております。 

 

野村委員    いずれにせよ、計画に書かれるのは間伐と書かれるので、その意味では明確だ

ということですよね。その上で、「間伐」と書いてあるのだけど、施業のところ

でそれ以上に伐採してしまったらどうなるのか、みたいな話になるかもしれな

いなとちょっと思いました。 

 

片山委員    実際現場で間伐を行うのですが、普通の切り捨ての間伐、保育間伐、それから

利用間伐がありますよね。そして、それとは別個に人工林更新伐というものが

ありますよね。これを間伐として見るのか。そしてもう一つは、主伐の中の択

伐ですよね。そこをどう見るのかというところ、木は残っていくでしょうけれ

ども、その辺りの基準というのは少し明確にしておいた方がよいのではないか

という気がします。 

 

岩田課長補佐  野村委員、片山委員ありがとうございます。森林計画と申しましたけれども、

そのあたりの判断基準とかも改めて整理していきたいなと考えております。 

 

植木委員長   今の片山委員の発言ですが、間伐というのは皆伐作業法における一作業であり、

間伐に対して主伐でしかなくて、これは皆伐作業法の枠組みにおける概念です。

ですから、択伐作業において主伐という言い方は本来ありませんが、計画はそ

ういうふうに認めているんですね。あと、更新伐についてもそうですけど、同

じ認識のもとで議論しなければ、なかなかかみ合わないというふうに思います

ので、一度そこを議論というか整理してほしいなと私自身も思っています。 

 

岩田課長補佐  ありがとうございます。ご指摘の通り整理したいと思います。広葉樹の観点も

ということですね。 

 

事務局     ありがとうございました。そろそろ時間も押してきましたので、林野庁からの

情報提供、資料２については、このあたりで結びとさせていただきたいと思い

ます。ここで５分程度のトイレ休憩を取らせていただきたいと思います。 

 

事務局 それでは委員会を再開いたします。ここからは資料３を使って、ケーススタデ

ィ⑯千葉県富里市における取組状況について、ご説明いたします。説明は大村

係長が担当いたします。 

 

【３. ケーススタディ⑯（千葉県富⾥市）】 
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大村係長    ケーススタディの⑯ということで資料３を用いまして説明させていただきます。

千葉県富里市様における取り組み状況ということで、この資料作成に当たりま

しては富里市様、千葉県様にご協力いただきましてありがとうございました。

まずはページをおめくりください。目次といたしまして１番から７番ご用意し

ておりまして、１番から５番にかけては現状を、６番で対応策を示しておりま

して、７番でご議論をいただきたいと考えております。ページをおめくりくだ

さい。富里市の概要といたしまして、左下の地図を見ていただきますと千葉県

の北部にございまして、北総台地のほぼ中央に位置をしており東西 10キロ、南

北 11キロ、民有林面積は 640ヘクタールほどとなっております。地勢は南北に

分かれておりまして、今回対象となる南部地域は、農地を風の害から守る防風

保安林 17ヘクタールを有しておりまして、地域の農業経営や生活環境の保全に

欠かせないものとなっているところでございます。富里市では、森林経営管理

制度は活用しておられませんが、一方で、令和２年度に策定をした富里市森林

再生プランに基づきまして、所有者と森林組合のコーディネーター役を市が担

われ、森林の適切な管理と整備を進めておられるところでございます。下の図

の左から２枚目を見ていただくと、富里市の南東部に今回の場所がございまし

て、さらにもう１枚右の図を見ていただきますと、色がついているのが今回の

対象地でございまして、街道沿いの保安林ということになります。黄緑の部分

が令和６年度に整備済み、青色の部分が令和 7 年度、今年度整備をする予定と

いうところでございます。ページをおめくりください。富里市御料宮内地区と

いうのが今回の地区ですけれども、基幹産業である農業を支える肥沃な農地や

自然環境を有するところがこの地区の特徴でございます。この地区の防風保安

林は、市道沿いに南北 500m、４列から５列の森林となっておりまして、合計面

積は 0.7 ヘクタールほど、16筆になります。これらは全て地域森林計画区域と

なっております。この防風林は農地を風害から守るために設けられたものです

けれども、現在は整備がなかなか行われておらず枝葉が道路や電線にかかって

交通などに支障をきたしている状況でございます。下の写真をご覧いただきま

すと、かなり道の方に張り出してきて電線にもかかっている状況がご確認いた

だけるかと思います。２ヶ年で整備を予定しておりまして既に令和６年度に半

分ほどの整備は行われております。今年度に残り半分ほどの整備を予定してお

りますけれども、事業実施するに当たりまして所有者に通知を送ったところ、

所有者１名が居所不明であったということがわかったというところでございま

す。ページをおめくりください。４ページ目です。所有者の探索状況といたし

ましては右下の図をご覧ください。今回の防風保安林全 16筆の状況を書いてお

ります。青色の部分、令和７年度整備予定のところが６筆４名おられますけれ

ども、ここに通知を送りましたところ、うち１名、１筆についてあて所に尋ね

当たりなしということで、返送があったというところです。この 1 名について

探索を行われました。探索の内容といたしましては、登記簿上の住所、これが

保安林台帳の住所と一致しておりますけれども、こちらの方に住民票、戸籍関
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係の書類を請求しましたけれども、該当はなし。そして、課税台帳の方にまた

別住所がございましたので、こちらの方にも住民票、戸籍関係の書類を請求し

ましたけれども、こちらについても該当なしという回答を受けたというところ

でございます。なお課税台帳は、保安林のため非課税あり、通知等は行ってい

ないということでございます。左下の写真の方で見ていただきますと、青いと

ころが令和７年度の整備予定でございまして、赤で網掛けをしているところが

所有者不明森林であり、一部のみ不明になっているという状況でございます。

ページをおめくりください。所有者の探索状況を時系列に整理したものになり

ますけれども、こちらの五行目の令和６年 10 月 28 日のところでは閉鎖登記簿

を確認いただいておりますけれども、土地所有者の移転の経緯としましては、

隣接の地番から分筆がされまして、その後、贈与、売買を経て現登記簿上の所

有者に至っているというところでございます。下のポツを二つ見ていただきま

すと、整備にあたりまして地元地区の関係者から協力を得ておられますけれど

も、そちらの方からも、所有者に関する情報はないということでございまして、

下のポツで、現在は追跡調査を終了しているところということでございます。

ページをおめくりください。６ページ目でございます。左の地図を見ていただ

きますと、防風保安林の西に道路がございまして、東に農地がありまして、所

有者不明森林がここにあるということになります。一つ横の図を見ていただき

ますと、緑の線で囲いというものがありますけれども、こちらが元々の分筆元

の方になりますけれども囲われていて、ここで境がちょうどわかるようになっ

ているというところでございます。上の文字をお読みしますけれども、所有者

不明森林としては、地番は 154-4で地目が保安林。対象面積は 0.0277ヘクター

ルとなっております。樹種はスギと広葉樹の混交でございまして、道路側は広

葉樹になっております。境界につきましては、前面は道路、背面は農地を境に

しておりまして、北側と南側については地積測量図がございますので、設置の

囲いなどの情報をもとに境界を確定しているところでございます。ページをお

めくりください。こちら東西南北それぞれの角度から見た現況写真になります。

地番の 154-4 がこちらにあることがわかるかと思います。ページをおめくりく

ださい。保安林整備事業の概要といたしまして、富里市様の方で保安林の整備

を進めておられますけれども、まず、保安林の概要といたしましては、保安林

種は防風保安林でございまして、二つ下に行きまして伐採の方法としては群状

択伐法を主とする択伐率 30%という指定施業要件がございます。下に行きまし

て森林整備の取り組み方針といたしましては、森林環境譲与税を活用して森林

整備を実施するという方針でおられまして、所有者の自己負担はございません。

伐採については、インフラ設備への今後の被害防止の観点から、枝払いや芯止

めの対応ではなく、択伐を行い、元から切ってしまいたいというところでござ

います。なお、保安林指定施業要件については、要件を満たしておりまして、

伐採を行っても保安林としての機能に支障はないということは、県の保安林担

当の方が既に確認をされているところでございます。所有者不明森林の部分の
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整備にあたっては、森林経営管理法に限らず、その他の方法も含めて、事務負

担が少ない方法で、できれば実施をしていきたいという意向をお持ちでござい

ます。ページをおめくりください。９ページ目に入りましてその他概要ですけ

れども、まず事業期間は令和６年度から７年度の２ヶ年で行う予定でございま

して、令和６年度はここに書いてある通りの伐採・剪定を実施したところでご

ざいまして、令和７年度についてはここの記載内容を実施予定というところで

ございます。下の写真を見ていただきますと、これは令和６年度に実施をした

ビフォーアフターが上下段になっておりますけれども、上の方はかなり枝が張

り出している状況、下の方は非常にすっきりとしていて、道路保全上は良い状

態になっているというような様子が見てとれるかと思います。ページをおめく

りください。ここからは所有者不明森林への対応策ということで、Ａ）からＦ）

の６通りを想定させていただきました。事前照会の際はＦ）がなかったのです

けれども、追加で載せております。まずＡ）からご紹介させていただきます。

森林経営管理制度の特例でして、こちらを実施する場合は富里市様の林務部局

が主に実施されることになりますけれども、探索をした後、所有者不明森林に

係る公告、裁定をしていただいて、集積計画を作成していただく。そして市町

村森林経営管理事業で、伐採を実施をしていただくという流れになります。仮

に集積計画を作成する場合の方針案といたしましては、筆数としては１筆、所

有者不明の森林のみで、存続期間としては伐採を実施する期間のみということ

で 1 年間、実施する経営の内容としては、1 回の択伐を実施するということを

想定されるかと思います。ページをおめくりください。Ｂ）所有者不明土地管

理制度について、これは民法の規定でございますが、こちらも実施をする場合

は富里市様の林務部局になるかと思われます。裁判所が所有者不明土地管理人

を選任されまして、管理費用等の確保のために予納金の納付をすると。そして

保存・利用・改良行為が可能になりまして、処分行為の場合は裁判所の許可が

必要ですけれども、実施可能というところでございまして、想定する管理内容

といたしましては、道路沿いの択伐を実施したいというところでございます。

続いてＣ）になりますが、こちらも民法の規定で越境した枝の切り取りを実施

するというものになります。実施者は道路管理者、ここは市道でございますの

で富里市ということになります。隣接地の竹木の枝が境界を越える際に、その

枝を切り取ることができるという規定になっておりまして、竹木の所有者を知

ることができず、または、その所在を知ることができない場合に適用されると

いうものでございます。続いてＤ）の違法放置等物件に対する措置ということ

で、こちら道路法に規定にされておりまして、実施する場合は道路管理者かと

思われますが、道路に設置された物件が、交通に支障を及ぼす場合など、占有

者が現場にいないために必要な措置を取ることを命ずることができない場合に

ついて、自ら除去などができるという規定になっております。続いてＥ）でご

ざいますけれども、行政代執行による伐採、こちらも道路管理者などが考えら

れるかと思いますけれども、その他手段によってその履行を確保することが困
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難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる

ときについては実施可能になるというものでございます。続いてＦ）森林法に

なりますけれども、保安林の伐採を県林務部局が行うことということでござい

まして、こちらは保安施設地区に指定をしまして、保安施設事業を実施すると

いう方法でございます。この保安施設事業については受忍義務がかかっており

まして、所有者は県が行うその事業の実施行為を拒んではならないということ

が書かれておりますので、所有者不明でも適用ができる制度ということになっ

ております。ページをおめくりください。12ページ目になりますけれども、こ

ちらが今回検討委員会でご議論をいただきたい内容となっております。１番目、

所有者不明森林の対応策としまして、Ａ）森林経営管理制度を使う場合、特例

措置の活用のための探索を十分に行ったと考えられますけれども、ご意見はあ

りますでしょうか。２番目、今回の事例のように、道路沿いの所有者不明森林

の対応策として、Ａ）のほか、Ｂ）からＦ）のような方法なども含め、どういっ

た手法を取りうるかご意見を頂戴できればと思います。なお今回のケーススタ

ディについては、事前に委員の方から質問を頂戴しておりますので、一部ご紹

介させていただければと思います。別紙をご覧ください。Ａ３で折られた紙に

なりますけれども、こちらで３点ほどちょっとご紹介をさせていただきたいと

思いまして、まずは４つ目、品川委員からのご質問の後半部分になりますけれ

ども、本件土地は森林経営管理法第２条第３項との関係で、持続的管理という

文言との整合性が問題にならないかというご指摘がございまして、これに関し

てですけれども、今回の集積計画の案というところで存続期間を１年というふ

うにしておりますけれども、ご承知の通り、存続期間は任意で定めることがで

きまして、この期間以降については経営管理の主体が変わった後も引き続き経

営管理されていくべきものということになります。本来であれば所有者がおら

れますので、所有者の元に管理が戻って、引き続き持続的に管理されるという

ことになりますけれども、今回については所有者が不明ということで、今後ど

うしていくのかということが問題になるかと思います。富里市様、この後お考

えなどございましたらお聞かせいただければと思います。続いて 10番目の村野

委員からご質問をいただきました、特例措置を使用して裁定を行う場合の、現

に経営管理が行われていないかの基準となるＡからＣのどれに該当するのかと

いうご質問がありました。これについては詳細な検討についてはまだ進んでい

ないところではありますが、過去の事例を見るにＣが最も近いのではないかな

と考えております。ただご指摘のようにガイドラインの記載については今回の

ような天然林などを想定した記載になっておりませんので、見直しを検討して

まいりたいと思います。続いて 11番目、所有者不明森林のこの対策として、富

里市さんは既に何か検討されていますか。というご質問がございました。これ

については、お聞きしているところでは、今回の検討委員会で議論を受けて判

断をしようと考えておるというふうにお聞きしておりますけれども、訂正など

ございましたら富里市様よろしくお願いいたします。私の方からは以上です。 
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事務局     ありがとうございます。それでは千葉県富里市の関口様、大河様、Ｗｅｂで参

加されています藤田様、簡単な自己紹介と補足などございましたらお願いして

よろしいでしょうか。 

 

関口主査    はい、本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。改めまし

て、千葉県富里市環境課関口と申します。隣におりますのが大河でございます。

また所用によりＷｅｂにて環境課長藤田が参加させていただいております。ま

ず４番の方の品川委員からご質問いただきまして林野庁様からご説明いただき

ました。この案件、ご承知の通り、所有者不明であること、道路沿いの樹木を

伐採することで、先ほど写真にもありましたように車両通行がよりスムーズに

なることを目的とした長期的というよりは短期的な事業ということで、樹木の

伐採ができたらと思っておるところでございます。また、市としましても予算

措置が必要になってくるということを考えまして、本件は市としては経営管理

として展開はしていかないものと考えているところでございます。次に行きま

して 11 番村野委員からご質問いただきまして林野庁様からご説明いただきま

した。こちら 10 ページ 11 ページＡ）からＦ）までご教示いただきましてあり

がとうございます。手前ども現場の実際の管理といいますか進め方といたしま

しては、Ｃ）の飛び出ました木の枝の切り取り、これが現実なところかなとい

うふうに考えておりますが、ただ、このようにＡ）からＦ）までご教示いただ

いたことは鑑みながらも、実際いまＣ）を選択した場合でも実施が道路管理者

となりますので、道路管理者と協議しながら検討していければというふうに考

えております。以上でございます。  

 

事務局     ありがとうございました。次に、千葉県の立石様、補足やコメント等ございま

したらよろしくお願いいたします。 

 

立石副主査   千葉県農林水産部森林課の立石と申します。本日はこのような場を設けていた

だきましてありがとうございます。千葉県内におきまして、このような道路沿

いの森林整備に関しましては、令和元年の台風の被災を受けたことにより、経

営管理で森林整備をしていくというよりは、そういった危険なインフラ沿いの

施設等の整備を進めていくというのが、県全体としての大きな流れになってお

ります。そういったなかで、富里市さんにおかれましては、保安林の部分にお

いて、枝張りや電線に張り出している部分について、森林整備という名目で、

インフラ沿いの道路や電線などの重要インフラがあるような場所の整備を行っ

ている関係で、今回、保安林の施業要件内に適合する形で択伐で３割以内の主

伐を行っております。今回のところについては、間伐等そういった施業方法の

選択肢等々もあった中で、保安林施業に指定されているというところもありま

して、最終的に富里市さんが管理したいところと、その他、森林法等々のハー
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ドルと言いますか、そういった部分が合致したところで、こういった作業を行

っております。通常の森林経営管理とはまた違うところではありますが、こう

いったケースもあるということで、ご検討いただければと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局     それでは出席者の皆様からコメントやご質問等をいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか？植木委員長お願いいたします。 

 

植木委員長   はい、どうもありがとうございました。ちょっと確認ですけども、ここでの整

備の対象樹種は広葉樹であるということでよろしいですよね。 

 

関口主査    はい。広葉樹になります。 

 

植木委員長   この中にある、多分スギの植栽木だと思いますけど、これが 1955年植栽ですか

ら、林齢的に 70年ぐらいになっているわけですよね。このスギの扱いはどのよ

うにお考えになっているか、あるいは考えてはいないのかという点をちょっと

教えてもらえますか。 

 

関口主査    ごめんなさいちょっと勉強不足で、この林齢になったものとの観点ですと、ま

ず単純に台風などが来たときに市民の方や道路などにご迷惑にならないように

というのも当然なんですけども、今回はどちらかというと、その道路に面して

いる２、３本の樹木が、写真にもあったように、広葉樹になるやもしれないの

ですが、そこにスギがあれば、当然根っこから伐採するというふうに検討はし

ているのですけども、樹木の林齢がどのように関係してくるのかというのが、

今ぱっとおもいつきません。 

 

立石副主査   元々植えられていたものがスギと思われまして、そこから林縁の部分に広葉樹

が張り出してきて、長年手入れをしてこなかったことで大径化したというふう

に、我々県の方では現地の状況を判断しております。スギについてもかなり間

隔が広いというところで、径の方もかなり太い状況になっておりますので、そ

この部分に関しましては、ぱっと見た感じ、サンブスギ等は溝腐れ病などにも

罹患しているような状況ではございませんでしたので、その部分については残

しておいても、特段現状では支障がないのかなというところはあります。また、

一部の木に関しましては、まだ森林整備を適切にやっていなかったことが幸い

して、樹高の低い部分にもまだ枝張りがあったりしますので、そういった部分

に関しましても、防風の機能としてはまだ残っているのではないかなというふ

うに思っているところではあります。富里市さんが行いたいその林縁の部分だ

けの伐採をしても、防風保安林としての機能としては問題ないというふうに判

断しております。 
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片山委員    先生方にお聞きしたいのですが、このような個人所有の保安林で、もしこの木

が風などで倒れて車の事故やもしくは人が歩いていて人身事故が起きたときに、

その補償や責任は誰が負うのか、もし事例がありましたら教えていただければ

と思います。 

 

品川委員    倒木事案に関しては、所有者と道路管理者双方に責任がありますので、補償に

関してはもちろん持ち主であるから、責任がございます。ただ今回所有者不明

ということですので現実的には責任を追及することができないと。道路管理者

の方は、道路の安全な通行を保持する義務がありますので、その義務を怠った

ということでこれまた責任を負うことになります。保安林であるかどうかとい

うこととは関係がないでしょう。保安林に指定した林務部局が占有者になると

はちょっと認識しておりません。やはり道路の通行の安全を確保する責任と義

務を負う、道路管理者の責任でございます。 

 

立石副主査   補足としまして、当該箇所に関しましては、県の施設等々は入っておりません

ので、保安林としての被害に関しては、原則、所有者の方という形で、我々県

では認識しております。 

 

野村委員    どういう対応選択ということを幅広いお話をさせていただいてよろしいでしょ

うか。いろいろ選択肢は確かにありそうで、私は事前に所有者不明土地管理人

の選任申立が簡易なのかなと思って、そういうふうに書かせていただいたとこ

ろで、そこは本日の結論について自信があるわけではないのですけども、若干

これに関して申しあげたいと思います。私からの事前質問の趣旨がはっきりし

なかった部分もあると思いますけれども、申立人が求めることとしては、「道路

沿いの択伐を実施する」というところで、これは誰かが木の伐採をすることに

ついて、管理人として了承する、というにとどまらず、管理人自ら管理行為と

して択伐を実施して欲しい、ということになるのかなと、本日伺って思いまし

た。もし所有者さんがいたとして、所有者自身が管理行為としてそういうこと

をやるのかどうかっていう話になりますけど、その際、多分、その費用は補助

金など何らか予算から出るので個人負担はありませんが、あなたの土地上の木

なので、自ら伐採をしてくれたら、その分の費用は補填します、というやり方

になるのか、それとも実際上は全部やってあげますとなるのか、手配はどちら

がすることになるのでしょうか。昨年の実施は誰が手配したんでしょうか。 

 

関口主査    ありがとうございます。昨年度につきましては、手前どもの方で手配をしまし

て、全体の半分を行ったという形になります。今年度も同様に進めてはいます

けども、今こちらの題材に上げさせていただきました不明者がいらっしゃると

いうことでこの流れになってございます。 
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野村委員    そうだとすると、この土地に所有者不明土地管理人が選任された場合に、あな

た選任されたけど富里市としてこれからの事業をやるのでそれを了解してくだ

さい、という形になると思うんですよね。その管理人としてはイエスかノーか

という話になって、自分が費用負担しないところでイエスということについて

抵抗はないというか、そのイエスと言ったことが、もしこの所有者がここに帰

ってきたときに、その方の財産を毀損したということになるのかというと、そ

の管理行為のうちというか、択伐でもありますし、先ほど出ていたように、道

路に枝が張り出していて場合によっては責任が生じるようなものについて、公

費でやってもらえるということであれば、断る理由がなさそうだと思います。

そうだとすると、この件については、所有者不明土地管理人を選任して、市が

やろうとしていることについてイエスという仕事ですね。同意書とか依頼書み

たいなものを作ってください、という形で申し立てをして、やってもらう。管

理人にそのことの是非を理解してもらうということが、ステップとしてあると

思うんですけれども、比較的容易なのではないか。その場合の予納金は、管理

人がやる行為はほぼないと理解しましたし、その費用も管理人から支出するも

のではないとすると、多分 20～30万は予納金が必要になるのかなと思いますけ

れども、実際にはそれに相当するほどの仕事はなくて、選任さえされればすぐ

に進む話だという印象を受けました。あとは千葉の裁判所に申し立てたとき、

どのくらいのタイムスパンで受け付けてもらえて、管理人の選任まで至るのか、

これは場合にもよると思います。資料の揃い具合とか裁判所の処理具合とかに

もよるので、明確には申し上げにくいんですけれども、数ヶ月という単位では

できるのかなというふうには思います。最低限で言うと３ヶ月ぐらいでしょう

けど、それはいろいろうまくいっての話なので、もう少し長く見ておいた方が

よいと思います。内容としては、この制度を利用することによって比較的容易

に進みそうな印象は受けていて、この場合、越境した枝の切り取りにとどまら

ず、やれることとしては択伐まではいけると思いますので、少し長い目で見た

対策にはなりうるのかなというふうに私は思いました。はい。以上です。 

 

関口主査    ご教示ありがとうございました。Ａ）からＦ）までご掲示いただいた中で、Ｂ）

につきましても改めて一つ一つ手前どもでも、どのようなことができるかとい

うのを精査しながら考えていきたいと思います。 

 

品川委員    品川でございます。他の制度による場合と所有者不明土地管理制度による場合

とでは、やはり裁判所を経由することでかかる費用に違いが生じるということ

はあるかと思います。12ページの検討委員会でご議論いただきたい事項として、

一番の「所有者不明森林の対応策として、この方法で探索を十分に行ったと考

えるが、ご意見はあるか」ということですが、裁判所を使う制度を選択した場

合に限っては、これでは一つ足りなくて、所有者として登記簿上記載されてい
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る住所に行って状況を確認し、その報告書を作るという仕事が一つ加わります。

裁判所はそこを譲らないだろうと思います。これを業者に頼むという方法があ

りまして、業者に頼むと弁護士が行くよりも非常に軽やかに、また立派なもの

ができて返ってくるのですが、これは私が鹿児島の物件を依頼してやってもら

ったところ、７万円で一週間以内に報告書ができてまいりまして、非常に使っ

て良かったなというふうに思っております。ただ先ほど野村先生がおっしゃっ

たように、予納金として 20 万から 30 万円でプラス業者に頼んでその費用がか

かるということになると、やはりちょっと重いと。それに対して、緊急であれ

ばやはりＣ）で枝を切り取って、その後Ｂ）に行くというのが私はよろしいよ

うに思いました。これ、道路管理者ですから、庁内で他部局に依頼するという

ことになりますので、そういうことはどのぐらい時間がかかるのか等、は私は

存じ上げないです。ただ、これを見たところ、道路法の 71条３項の逐条解説を

お願いしていただいたんですけれども、３項の解説の、７行目から「略式の代

執行の規定を設けたものである。本項に基づき略式の代執行を行うことができ

る場合として、措置命令を行う場合が追加されている。公告の方法については

特に規定はないが、官公庁の庁舎の掲示板への掲示、官報、公報、新聞等への

掲載を適宜活用して行うべきである。」というふうにありますので、これは一番

負担が軽いのかなというふうに拝見いたしました。ただもちろん、他部局との

協調というのがどのぐらいスムーズなのかわからないで申し上げております。

あと、Ｆ）ですね、保安施設地区に指定して、保安施設事業を実施すると、これ

は林務部局内でできるけれども、これはどのぐらい期間がかかるものなのか私

は存じ上げませんが、ただこれは全部この法律の範囲内で済むので、よろしい

のかなと思いました。森林経営管理法でもよろしいのですけど、作る書類が多

いですからね。公告期間が短くなってよかったのですけれども、この辺りを比

較されて選択していただけたらなと思います。私からは以上です。 

 

関口主査    はい。ご教示ありがとうございました。改めて確認いたしまして、参考にさせ

ていただければと思います。ありがとうございました。 

 

河合委員    道路は市道ですよね。市道に支障があるということでの伐採、枝払いだと思う

のですが、本来はやはりその道路管理者である道路部局が考えていくのが普通

なのだろうと思います。ただ、森林計画区域内ということで、林務部局の方も

関わっているというか、道路部局の方から何とかならないかというようなお話

があったのかなという感じがします。、今、品川先生が言われたように、そちら

の方が簡単なら、道路法もあるかと思いますし、Ｆ)の保安林の方に関して、県

の方が保安施設に指定できるよ、こういった事業ができるよということであれ

ば、費用が一番かからない。県が負担されると思いますので、そういうような

ことも考えてもいいのかなと思います。ただ緊急性があるかどうかというのは、

現場を見ていないのでわかりませんけれども、多分県の方にお願いすると、少
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し時間はかかるような気がします。そのようなことも調整しながら、どちらが

いいのかは費用面と、緊急性があればやはり早くできた方がいいと思いますの

で、その辺もお考えになった方が今後いいかなと思います。 

 

関口主査    ありがとうございます。緊急性ですとか道路管理者、あとは地元の方、例えば

枝を切ってその場そのときは大丈夫ですけども、やはり幹から切って欲しいと

いうご要望があったりとか、多方面から鑑みながらできればと思います。あと

県の方とも協議といいますか、調整しながら進めていきたいなと思っておりま

す。ご教示ありがとうございました。 

 

立石副主査   私は県の保安林担当ではないので、あくまでも個人的な意見というふうに前置

きをさせていただきたいと思うんですけれども、まず県としまして、あくまで

もやはり道路や電線に関しましては、本来道路部局もしくは防災部局がやるべ

きだというところは一貫しているところであります。国もこの間７月に経産省

の方からも電柱に関しましては、費用負担は一部検討する必要があるようなこ

とが報告書で出てきてまして、やっとそういった部分に上がってきたのかなと

いうところがある中で、保安林の保安施設地区に指定するとなった場合に、保

安林としての受益する部分というのはどこかという観点からいくと、道路では

なくて農地だ、というところになってしまうと非常に難しいのかなというとこ

ろもあります。ここの部分に関しては我々も持ち帰って、情報共有をした上で

できるのかどうかというところの判断にはなってくるとは思います。今回富里

市さん以外にもこういった碁盤の目状になっているような防風保安林というの

は結構北総台地の方が多いので、今後のことも考えると、慎重に検討しないと

いけないのかなというところが、県としての実情になっておりますので、ご参

考にしていただければと思います。 

 

野村委員    他の土地、所有者さんがいらっしゃる土地は択伐しますとあって、ここだけ違

う、越境した枝を落としただけで、それが周囲と調和しないとか、そういうこ

ともありうるのかなと思いました。できる作業の範囲も異なる中で、何がいい

か選んでいただくということだと思います。 

 

村野委員    事前質問に関して、10番について林野庁さんから回答いただきましてありがと

うございます。これに関して、林野庁さんにお聞きしたいのですが、公告期間

を経て県で裁定することになるため質問をさせていただきました。回答では現

状のＡからＣ以外でこれから見直しを行いたいと考えていらっしゃるというこ

とですが、現状のＡからＣだと当該森林の状況に関する記述ですが、今回のよ

うに、その森林の周りの状況も関係するような条件で行いたいという森林が多

いのかなと思います。見直しの方向性としては、やはり森林そのものの条件な

のか、今回のようなケースも踏まえて周りの状況も考慮することを考えていら
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っしゃるのかなというところをお聞きしたいです。 

 

大村係長    はい。おっしゃる通りでございまして、見直しの方向として、一つは人工林が

メインになっている基準ということで広葉樹の視点も入れたいというのがござ

います。もう一つは今回のようなインフラ施設に隣接している場合について、

そこに越境していることを、経営管理が行われていないとして、基準に加える

ように考えても良いのかなというふうに思っておりますが、他の条項とも関係

して来ますので慎重に、ただ使いやすいようには変えていきたいなと考えてお

ります。 

 

事務局 ありがとうございました。そろそろ時間になってまいりましたので、ケースス

タディについてはこの辺りで結びとさせていただきます。ありがとうございま

した。それでは次の議題に参ります。ここからは林野庁からの情報提供として、

資料４を使いながらご説明いたします。説明は森林利用課の大村係長が行いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

【４. 改正森林経営管理法施⾏に向けた検討事項について】 

 

 （検討段階の内容を含むため、省略） 

 

 

大村係長    一度締めさせていただきます、本日は有意義なご議論ありがとうございました。

次回については、現地検討会を考えておりまして、11月下旬頃に茨城県石岡市

にて実施したいと考えております。内容は、いわゆるメガ共有地の所有関係を

整理するため、認可地縁団体を設立し、個人共有から認可地縁団体へ所有権移

転登記した事例になります。既に登記が完了した事例でございまして、現地の

森林の視察ですとか、手続きに関与した森林組合等の関係者からの話を元に、

所有者不明対策の議論を深められればと考えております。今後、日程調整や事

前の意見伺いなどを順次進めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいた

します。以上です。 

 

事務局     ここで、林野庁森林利用課の城室長から一言申し上げます。 

 

城室長     本日は忙しい中お集まりいただき、またやはりそれぞれのお立場、知見とかそ

ういったことを生かして、非常に有意義なご意見をいただいたと思っておりま

す。なかなかぱっと結論が出るものではないものですけれど、今日の議論を踏

まえまして、また千葉県の方、富里市の方とも意見交換させていただきたいと

思いますし、改正法の運用に向けてガイドラインとか手引きだとかそういうと
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ころを検討させていただきたいと思います。また本日時間の都合でまだまだ言

い足りないところもおありかと思いますけれど、後からでもご意見ございまし

たらお寄せいただければと思います。また次回もございますけれど、引き続き

この経営管理法の運用、それから所有者不明森林の解決に向けて、ご協力をい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございました。植木委員長からも一言頂戴してもよろしいでようか。 

 

植木委員長   どうも皆様、お疲れ様でした。毎回そうですが、なかなか法律に関しても難し

くて、判断しにくいことがいろいろあり、今日もいろいろ勉強させていただき

ました。例えばこういった制度ができて、法律ができたとなった場合に、現場

では一番やはり苦労するんだろうなと思います。ややもすれば法律を盾に強引

に物事を運ぶ可能性もあるのだろうなというところが、ちょっと恐ろしく思っ

ています。100 人のうち 90人が OKでも 10人が反対すればどうなのかという話

があるのだろうと思いますけども、そんな中でも法律は法律として決まってい

くと。ですから現場の人が一番迷うところなのでしょうけども、現場の方が一

番慎重になるのだろうなと思います。そういう点では、ある意味、現場の裁量

に任せる部分も出るだろうとは思いますけれども、そこのところは、こちらか

らある程度の具体的な提案ができて、こういうふうなケースがあってこうした

方がいいですよということが、現場の人にもわかるようにしていくことが一つ

大事なんだろうなというふうに思っております。最後まで反対の方がいた場合

ということも、本当にどういう意味の反対なのかによって全然違うのだろうと

思っています。私は昔、知床問題で、木にかじりついてまでも一歩も木を切ら

せないという、そこのところで強い印象がありまして、間伐は確かに品川先生

が言うように価値を生む行為なんだといった場合でも、自然保護者からすれば

木一本切るなみたいな話もあったりするわけです。そういった対立がなかなか

根本で解消されないということがあって、しかしこうやってみんなで議論する

ことによって、その方向性が見えてくるということを期待したいと思っていま

す。また今後ともいろいろとよろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございました。本日は各委員の皆様、大変貴重なコメントをいただ

きましてありがとうございます。ガイドラインの改訂等に向けて、本日の議論

も踏まえ、今後、林野庁内部でも検討修正していくことになろうかと思います。

それでは皆様、本日はお疲れさまでございました。どうもありがとうございま

した。 
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